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プラチナくるみん企業を認定しました！ 
 
 

広島労働局（局長 宮原 真太郎）は、この度、次世代育成支援対策推進法に基づく 

「プラチナくるみん企業」（子育てサポート企業）として 広島ガス株式会社（代表取締役社

長 社長執行役員 中川 智彦） を認定しました。 

 

今回の認定により、県内のプラチナくるみん企業は３社となりました。 

 

県内の「くるみん企業」（子育てサポート企業）が県民に広く知られるよう、取材・報道をよ

ろしくお願いします。 

 

  
 
 
 

令和８年３月 27 日認定 
・広島ガス株式会社（広島市 ガス事業） 

代表取締役社長 社長執行役員 中川 智彦  

 

【添付資料】 

別添１：認定企業の取組内容   

別添２：認定基準   

別添３：県内の認定企業一覧 

（照会先） 

広島労働局雇用環境・均等室 

室  長       木村 直美 

室長補佐（指導担当） 和田 知宏 

担当者：三澤 

電話：０８２－２２１－９２４７ 

広 島 労 働 局 発 表 

令和８年４月１日 

Press Release 

 ～プラチナくるみん認定企業～ 



 

《プラチナくるみん認定企業の取組内容》 

広島ガス株式会社（広島市） 

業  種：ガス事業  

労働者数：７４４人（男性：５６８人  女性：１７６人） 

計画期間：令和４年４月１日～令和７年３月３１日 

 

◆行動計画における目標◆ 

●目標  

１ 多様で柔軟な働き方への環境作りをする 

２ 育児休業からスムーズに職場に復帰できるように支援する 

３ 年間総労働時間を削減するための措置の充実を図る 

４ 就職支援や環境および社会貢献に関する教育・啓発活動などを通じて 

次世代育成支援と地域貢献を図る 

 

◆主な取組内容◆ 

●対策１ 

令和４年４月～  

・男性の育児休暇休業取得の促進 

・短時間勤務制度について労使会議体で制度の検証、利用状況について協議 

 ・テレワーク勤務制度の利用状況検証、拡充 

・職場で理解を深めるための研修の実施 

 

●対策２ 

令和４年４月～  

・育児休業取得者向け職場復帰支援研修を実施 

・職場復帰後のキャリア形成支援研修（通信講座等）の紹介 

・育児休業からの復帰者に対する面談の実施 

 

●対策３ 

令和４年４月～  

・労使専門委員会で労働時間・有休取得状況について相互で確認 

・労働年度の上半期終了時に取得日数が５日未満の者に対しては、面談のうえ取得計画を作成                                 

・リフレッシュ休暇取得、ＧＷ・夏季・年末における部門単位での休暇取得促進のための周知 

・「ゆっくり来よう・はよ帰ろう DAY」(遅出・早帰り促進日)「全社一斉定時退社日」の周知 

令和４年 10 月～ 

・労働年度（10 月～翌年９月）の時間外削減・有給休暇取得目標を設定 

 

 

別添１ 



●対策４ 

令和４年４月～ 

・教育機関や行政と提携をし、講習会の開催・インターンシップの受け入れを実施 

・エネルギー環境教育、食育・火育・防炎教育・キャリア教育を中心とした出張授業を実施 

・行政、団体、他企業等と連携して環境、社会貢献等のイベント参画等を通じた啓発活動を実施  

 

計画期間における育児休業等の取得状況◆  

●男性：計画期間における育児休業等の取得     ３２名 （８０％） 

●女性：計画期間における育児休業等の取得     １７名 （９４％） 

 



別添２ 









別添３
2026/3/27現在

都道府県 企業名 所在地 認定年 認定回数 規模

広島 広島ガス株式会社≪NEW!!≫ 広島市 2026年 1 1: 300人超

広島 青山商事株式会社 福山市 2023年 1 1: 300人超

広島 ホシザキ中国株式会社 広島市 2021年 1 1: 300人超

次世代育成支援対策推進法に基づく「プラチナくるみん」認定企業一覧（広島）


